
「特区、地域再生、規制改革・民間開放集中受付月間」 

（平成１８年６月１日～３０日）について 
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１．特区・地域再生、規制改革・民間開放とは 

 

（１） 特区・地域再生、規制改革・民間開放の全体イメージ 

政府は、地域の活性化や全国規模の経済活性化のツールとして、民間事業者や地方公

共団体等からの発案を基に、地域を限定して措置を講ずる特区・地域再生と全国規模で措

置を講ずる規制改革・民間開放の制度を用意しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※特区・地域再生に関する提案であっても、全国規模で実現する場合があります。 

 

（２）特区・地域再生について 

 
○特  区：国・地域の経済活性化のため、民間事業者や地方公共団体等の自発的な発

案を通じて、地域の特性に応じた規制の特例措置を導入し、特定の地域（特

区）に限って当該規制の特例措置を適用できるようにする制度です。 
○地域再生：「自主・自立・自考」の取組みによる地域経済の活性化、地域における雇

用機会の創出その他の地域の活力の再生のため、国が支援措置を通じて意

欲にあふれた地域を応援する制度です。 

 

※特区・地域再生両制度の詳細につきましては、こちらをご参照下さい。また、内容に

ついてご不明な点等ございましたら、下記連絡先までお気軽にお問い合わせ下さい。 
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◆特区の例 

 

環境に優しいカーシェアリング広島特区
（広島県）

環境・新エネルギー
関連

民間事業者が、無人のレンタ
カー型カーシェアリングシステム
を設置して、低公害車・エコドライ
ブの普及・促進を図ると共に、自
動車の共同利用による渋滞緩和、
駐車場問題の解消等を目指す。

北九州市地域通貨特区
（福岡県北九州市）

まちづくり関連

地域通貨の発行主体の事前
登録要件を緩和することで地
域のコミュニティ活動の活発
化や地域経済の活性化を促
進し、地域通貨を活用したま
ちづくりによる解決に取り組む。

 

小豆島・内海町オリーブ振興特区
（香川県内海町）

農業関連

農業の担い手不足、地場産業の
停滞する中、株式会社の農業経
営参入の特例を活用し、地域資
源であるオリーブを、加工する企
業自らが町内の遊休農地を有効
活用して栽培。町の活性化を図
る。

国 際自動車特区
（愛知県、豊橋市、蒲郡市、御津町、田原町）

国際物流関連

自動車回送時の仮ナンバー
取り付け方法の柔軟化などの
特例を活用し、自動車の流通
機能や研究開発機能の強化
を通じた、国際自動車産業都
市の実現を目指す。

 
 

 

◆地域再生の例 

 

観光サービスを企画・提供す
る人材の育成により、中心市
街地の街並みの“古さ”を逆
手にとった「昭和30年代」をコ
ンセプトとする「昭和の町」づ
くりに取り組む。

「昭和の町」づくり計画
（豊後高田市）

雇用対策関連

マイクログリッドによる八戸地域再生計画
（八戸市）

実証実験終了後のマイクログ
リッド（地域内の多様なエネル
ギーの有効活用）の利活用を
プロジェクトチームで検討し、
マイクログリッドによる新しい
エネルギービジネスの創造、
関連企業の誘致等に取り組
む。

ものづくりメッセ諏訪構想に基づく諏訪地域
再生計画 （諏訪市）

産業活性化関連

官民挙げた「志ある投資」に
よる新会社を設立し、精密機
械産業等の集積を活かした
ものづくりメッセの継続的開
催やものづくり産業支援のた
めの試験研究等を行う。

文化芸術創造都市の形成「としまアート
キャンバス」計画 （豊島区）

まちづくり関連

廃校校舎を転用し、劇団や文
化芸術団体の稽古・作品制作
の場とするとともに、アートＮＰ
Ｏが地域住民との交流を図る
など、多様な主体の協働によ
り文化芸術を基軸としたコミュ
ニティの再生を図り、文化芸
術創造都市を目指す。

産業活性化関連

 
 



特区・地域再生の提案募集・計画認定の仕組み
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※今回の集中受付月間は、上図の「提案」の部分（図の右側）に該当します。 
 

 

（３）規制改革・民間開放について 

○生活者・消費者本位の社会経済システムを構築していくとともに経済を活性化するため、 

全国規模で実現を望む規制改革要望及び運営主体の制限が行なわれているなど公的関

与の強い市場等の民間開放の推進についての要望を広く受付ける制度です。 

 

○なお、昨年度、民間開放に関する要望の一環として、ご提案いただいておりました「市

場化テスト」に関する要望につきましては、現在、「競争の導入による公共サービス

の改革に関する法律（公共サービス改革法）案」が国会で審議されていることから、

法案が成立した際には、同法に基づき、別途、提案の受付を実施させていただきます。 

 

※規制改革、民間開放の詳細についてはこちらをご参照下さい。また、内容についてご不明 

な点等ございましたら、下記連絡先までお気軽にお問い合わせ下さい。 

 

（７～９月）

集中受付月間（６月） 

http://www.kisei-kaikaku.go.jp/accept/index.html


○規制改革・民間開放の推進体制
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※今回の集中受付月間は、上図の「要望集中受付月間」の部分に該当します。 

 

◆全国規模の規制改革事例 

エレベーター昇降路への配管設備の
設置及び構造規制の緩和

光ファイバー等をエレベーターの昇
降路内に設ける場合に必要となる
基準を策定。これにより光ファイ
バーの敷設が容易かつ低価格で可
能となる等、既存建物における情報
化を加速度的に実現することが期
待される。

災害廃棄物の迅速かつ適正な処理

一般廃棄物のみを処理することを目的
とする施設において、災害廃棄物であ
る産業廃棄物を処理する場合の財産
処分手続きの簡素化をはかる。これに
より災害時の復旧作業の一環としての
災害廃棄物処理の円滑・迅速化が可
能となる。

住居系用途地域における自動車車
庫等に係る制限の緩和

大規模な共同住宅で、附属自動車車庫の床面
積の上限を超えるような場合について、建築基
準法上の許可を弾力的に運用。



 

２． 集中受付月間の概要 

 

（１） 提案・要望主体 

地方公共団体、民間企業、各種団体、個人等を問わず、どなたでも提案・要望できます。 
 

（２）募集期間 

   平成１８年６月１日から３０日まで（ただし、電子メールによる提出の場合には、２８日正午

までに必着となっておりますのでご了承下さい。） 
 

（３）提案の募集要領等 

   提案の募集要領等については、以下に示す別紙をご覧下さい。 

① 構造改革特区・地域再生に関する提案 

募集要領 別紙１ ：  様式1 
 

② 全国規模の規制改革・民間開放要望 

  募集要領 別紙２ ：  様式２ 

 

 

①規制改革に関する提案 

○全国規模での実現を希望 

 

○その他 
* 特区での実現を希望 

* 特区・全国どちらでも良い 

②権限委譲に関する提案 

③補助金改革に関する提案 

 

※提案書の提出先に迷ったときは、構造改革特区推進室・地域再生推進室

あて提出して下さい。 
 

 

（４）提案受付後のスケジュール 

①本年７～９月： 提案内容について、内閣官房・内閣府が各府省庁と調整 

（各府省庁との調整の際、提案者の意見を述べる機会を設けております。） 

 

②本年９月目途： 政府の対応方針を決定 

（ただし、地域再生に関する提案のうち、予算編成に関連する支援措置等は来年２月を

目途に決定いたします。） 

規制改革・民間開放推進室

に提出！ 

構造改革特区推進室・地域

再生推進室に提出！ 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/osirase/060324/betten1.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/osirase/060324/yousiki1.xls
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/osirase/060324/betten2.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/osirase/060324/yousiki2.xls


 

 

３．連絡先 

 

提案書の作成方法や提案内容等についてご不明な点がございましたら、下記担当あてお気

軽にご連絡下さい。 

 

○構造改革特区推進室、地域再生推進室 

（構造改革特区： 新田 ０３－５５２１－６７４６） 

（地 域 再 生 ： 山本 ０３－５５２１－６７４７） 

 

○規制改革・民間開放推進室 

（ 安 藤  ０３－５５０１－２８１９） 

（ 横 田  ０３－５５０１－２８２６） 


